
 
平成 28 年 12 月 9 日 

 

平成 28 年度「CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳」 

に関する入札のご案内 

 
 

                        一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 

(入札管理責任者 総務部長 村上憲二) 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

1． 入札に付する事項 

(1)  名   称：CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳 

(2)  内 容 等：別紙 1 のとおり(CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳事業内容) 

(3) 履 行 期 限：別紙 1 のとおり(CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳事業内容) 

(4) 入札方法等：    

本件は、JPCERT コーディネーションセンターが経済産業省より委託されている平成 28 年度サイバ

ーセキュリティ経済基盤構築事業（サイバー攻撃等国際連携対応調整事業）で実施されるプロジェク

トの一つとして実施し、総合評価落札方式で行う。 

したがって、入札の際には提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札価格とするため、

入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積も

った契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

2． 入札要件 

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条の規定に該当しない者であること。ただし、

未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、参加する

ことを認める。 

(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(3) 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 

(4) 経営の状況、信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される

者であること。 

(5) 入札説明会に参加し、入札説明書の交付を受けた者であること。 

 

3． 入札者の義務 

この一般競争に参加を希望する者は、JPCERT コーディネーションセンターが配布する仕様書に基づい



 
て提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書の受領期限内に提出しなければならない。また、落

札者の決定日前日までの間において JPCERT コーディネーションセンターから当該書類に関して説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。 

なお、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。 

 

4． 契約事項を示す場所等 

(1) 入札説明会の日時及び場所 

   日時：平成 28 年 12 月 21 日（水） 16 時 00 分～17 時 00 分(1 時間程度を予定) 

場所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17 廣瀬ビル 11 階 

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター  

TEL ：03-3518-4600 

FAX ：03-3518-4602 

※説明会参加希望者は 12月 20日 17時までに secure-coding@jpcert.or.jpに必要事項(法人名、

部署名、参加者氏名、連絡先)を記載のうえ、メールにて参加希望の事前申し込みをするこ

と 

(2) 提案書の受領期限及び受領場所 

  期限：平成 29 年 1 月 11 日（水）17 時 00 分（必着） 

場所：「4.契約事項を示す場所等」(1)に同じ 

方法：持参、郵便(簡易書留による) 

(3) 入札者決定の通知日 

  平成 29 年 1 月 17 日（火） 

(4) 入札日 

  日時：平成 29 年 1 月 20 日（金） 16 時 00 分～ （落札者が決定するまで） 

  場所：「4.契約事項を示す場所等」(1)に同じ 

 

5． その他 

(1) 入札保証金及び契約保証金 

全額免除 

(2) 入札書の変更及び取消し 

入札者は、提出した入札書等の変更及び取消しをすることができない。 

(3) 入札の無効    

本公告の 2.入札要件に示す入札参加資格のない者による入札及び各項に定めた諸条件について、その

条件に違反した場合は入札を無効とする。 

(4) 契約書の作成 

落札者が JPCERT コーディネーションセンターと契約を締結する際には、契約書の作成を必要とする。 

(5) 落札者の決定方法 

   予決令第 79 条の規定に参考に作成された予定価格の制限の範囲内で、入札管理責任者が入札説明書 

で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札

者の中から、入札管理責任者が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、



 
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 

 

6． 問合せ先(メールでの問い合わせを原則とする) 

(1) 入札説明書等に関する問い合わせ 

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 

情報流通対策グループ 戸田（とだ）/ 久保（くぼ） 

E-mail ：secure-coding@jpcert.or.jp 

 

(2) 入札行為に関する問い合わせ先 

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 

総務部 経理担当 加門（かもん） 

E-mail ：soumu@jpcert.or.jp 
 

※緊急を要する場合に限り、電話による問合せ可 

9:00～18:00（12:00～13:00 は除く）月～金曜日（祝・休日を除く） 

 

mailto:secure-coding@jpcert.or.jp
mailto:office@jpcert.or.jp


 
別紙 1 

CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳事業内容（仕様書） 

 

1. 件名 
平成28年度 CERT C コーディングスタンダード(ルール)の翻訳 

 

2. 目的 
JPCERT/CC は、経済産業省告示「ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準」に基づいて、日本国内

の脆弱性関連情報流通のための調整機関として指定されており、この取扱基準をふまえ、IPA や関連

団体等とともに「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」に従って、日々脆弱性

関連情報の円滑な流通と対応にあたっている。あわせて、新たに脆弱性が作りこまれる可能性を低減

すべく、ソフトウエア開発者をターゲットとしたセキュアコーディングの啓発活動を展開している。 

この啓発活動の一環として、米国 CMU SEI が開発している SEI CERT C Coding Standard を日本語

化し、web サイトで公開している。 

SEI CERT C Coding Standard は wiki システムで管理されており、多くの協力者を得て、各ガイドラ

インのアップデートが日々行われている。これに対して日本語版のコンテンツ管理は、JPCERT/CC 

の担当者が日常業務の合間に英語コンテンツの更新を目視確認、内部作業用ファイル更新、web コン

テンツのアップデートを行っており、英語コンテンツの最新リビジョンへの迅速な追従は困難になっ

ている。 

また SEI では今夏、2016年版スナップショットを作成し、PDF として公開した。 

 

SEI CERT C Coding Standard: 

Rules for Developing Safe, Reliable, and Secure Systems (2016 Edition) 

 

2016 Edition の内容を日本語で確認できるようにして開発現場での活用を促進すべく、2016 Edition 

をカバーする形で日本語訳の更新を行う。 

 

3. 事業の内容及び実施方法 
  以下に関し、JPCERTコーディネーションセンター と協議しつつ、実施する。 

 

以下を翻訳（英文和訳）の対象とする。 

 

  SEI CERT C Coding Standard (wiki コンテンツのうち、rule に分類されているガイドライン 

  (一部除外するものあり) 

https://www.securecoding.cert.org/confluence/x/HQE 

 

 

 

 

https://www.securecoding.cert.org/confluence/x/HQE


 
  具体的には以下 120 ルール.  

• PRE30-C, PRE31-C, PRE32-C 

• DCL30-C, DCL31-C, DCL36-C, DCL37-C, DCL38-C, DCL39-C, DCL40-C, DCL41-C 

• EXP30-C, EXP32-C, EXP33-C, EXP34-C, EXP35-C, EXP36-C, EXP37-C, EXP39-C, EXP40-C, 

EXP42-C, EXP43-C, EXP44-C, EXP45-C, EXP46-C, EXP47-C 

• INT30-C, INT31-C, INT32-C, INT33-C, INT34-C, INT35-C, INT36-C 

• FLP30-C, FLP34-C, FLP36-C, FLP37-C  (FLP32-C は翻訳対象から除外する) 

• ARR30-C, ARR32-C, ARR36-C, ARR37-C, ARR38-c, ARR39-C 

• STR30-C, STR31-C, STR32-C, STR34-C, STR37-C, STR38-C 

• MEM30-C, MEM31-C, MEM33-C, MEM34-C, MEM35-C, MEM36-C 

• FIO30-C, FIO32-C, FIO34-C, FIO37-C, FIO38-C, FIO39-C, FIO40-C, FIO41-C, FIO42-C, FIO44-C, 

FIO45-C, FIO46-C, FIO47-C 

• ENV30-C, ENV31-C, ENV32-C, ENV33-C, ENV34-C 

• SIG30-C, SIG31-C, SIG34-C, SIG35-C 

• ERR30-C, ERR32-C, ERR33-C, ERR34-C 

• CON30-C, CON31-C, CON32-C, CON33-C, CON34-C, CON35-C, CON36-C, CON37-C, CON38-C, 

CON39-C, CON40-C, CON41-C, CON42-C, CON43-C 

• MSC30-C, MSC32-C, MSC33-C, MSC37-C, MSC38-C, MSC39-C, MSC40-C 

• POS30-C, POS33-C, POS34-C, POS35-C, POS36-C, POS37-C, POS38-C, POS39-C, POS44-C, 

POS47-C, POS48-C, POS49-C, POS50-C, POS51-C, POS52-C, POS53-C, POS54-C 

• WIN30-C 

 

[注意事項] 

 コード例に含まれるコメントは、翻訳対象とする。 

 ルール末尾のコメント部分は翻訳対象から除外する。 

 

[翻訳に関する要件] 

 原文のもつ正確さ（構文及び技術面）を損なわずに翻訳すること。 

 他のルールとの間で用語、表現及び文体の統一を図ること。 

 

[編集に関する要件] 

 各ルールの内部作業用ファイルを提供するので、ファイル中の英語を最新のものに差し替え、日

本語部分を英語に対応した内容に更新すること。 

 

4. 入札要件 
 ITに関する技術文書の翻訳実績を有すること。 

(C 言語に関する文書の翻訳経験を有することが望ましい) 

 



 
5. 実施期間 
  契約締結日から2ヵ月を目安とする。 

 

6. 成果物 
 日本語部分を更新した内部作業用ファイル 正副各1セット 

 上記の内容を格納したCD/DVD-R 正副各1部 

 

7. 納入場所 
   JPCERT コーディネーションセンター 

  



 
 

別紙2 
 
JPCERTコーディネーションセンターにおける入札は当該箇所に付き以下の予算決算及び会計令（国によ

る歳入徴収、支出、支出負担行為、契約等について規定したもの）を準用して行うこととする。 

 

 

 

予算決算及び会計令（抜粋） 

              (昭和２２年４月３０日勅令第１６５号) 
 

（一般競争に参加させることができない者） 

第７０条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第２９条の３第１項の競争（以

下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する

能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第７１条 契約担当官等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後二年間一 

般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につい  

ても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して 

不正の行為をした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支 

配人その他の使用人として使用した者 

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させな 

いことができる 
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